              飛越地域交流・連携推進活動支援事業助成金交付要綱

（趣旨及び目的）

第１条　日本の心のふるさとを守り育てる飛越協議会（以下「協議会」という。）は、「飛　

　越地域（岐阜県飛騨地域及び富山県南部地域）」の交流と連携を推進するとともに、この

　地域を「日本の心のふるさと」として守り育てていくために、飛越地域内で活動を行う　

　団体が県境を越えて実施する事業に対し、予算の範囲内で飛越地域交流・連携推進活動　

　支援事業助成金（以下「助成金」という。）を交付するものとし、その交付に関しては、　

　この要綱の定めるところによる。

（助成対象団体）

第２条  この助成の対象となる団体は、次の各号の条件に適合する団体とする。

　(1) 飛越地域内で活動を行う団体（実行委員会等の臨時的な組織を含む。）

　(2) 事業を完遂できる見込みがある団体 

　(3) 一定の規約等を有し、代表者が明らかな団体 

  (4) 会計経理が明確である団体

（助成対象事業）

第３条　助成金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 飛越地域を「日本の心のふるさとゾーン」として守り育てることに貢献する事業　　

(2) 飛越地域の特性や施設を生かした活動で、その活動や交流の輪に広がりが期待で　　きる事業

　(3) その他飛越地域の交流･連携活動の推進につながる事業

（助成対象経費）

第4条 助成金の交付の対象となる経費は、前条の助成対象事業に要する当該年度におけ　

　る次の経費とする。ただし、恒久的建築物の建設・改修等に要する経費及び備品購入費　

　は、助成対象とはしない。

　(1) 事業の企画・運営に要する経費

　(2) 事業の周知のための宣伝に要する経費

　(3) その他助成対象とすることが適当と認められる経費

（助成率及び助成限度額等）

第５条　助成率及び助成金の限度額については、次に掲げるとおりとする。

　(1) 助成率　助成対象経費の２分の１以内

　(2) 助成金の限度額　30万円

２　助成対象事業に関して助成金とは別に補助金・負担金・入場料等の収入がある場合は、　

　前項の規定にかかわらず、事業費からそれらの収入を減じた額又は30万円のいずれか低

　い額を助成金の限度額とする。

３　助成対象経費が10万円未満の場合は、助成金の交付の対象としないものとする。

４　助成金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。

５　同一団体に対する助成は、同一年度においては１事業に限る。

６　同一事業に対する助成は、合計３回（３年分）に限る。
（助成金交付認定申請書の提出）

第6条 　助成金の交付を受けようとする団体は、あらかじめ助成金交付認定申請書（様式

　第１号）を別に定める日までに、団体が所在する、又は主な活動拠点がある協議会構成市村を経由し協議会会長（以下「会長」という。）に提出するものとする。

（助成の内定及び通知）

第7条 会長は前条の規定による助成金交付認定申請書を受理したときは、その内容を審

　査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、その金額を内定し、助成金の交付　

　を受けようとする当該団体に通知するものとする。

２　会長は、前項の金額を内定しようとするときは、あらかじめ飛越地域交流・連携研究

　会の意見を聴くものとする。

（交付申請書の提出）

第8条 前条の規定による内定通知を受けた団体は、これを承諾したときは、助成金交付

　申請書（様式第２号）を別に定める日までに会長に提出しなければならない。

（交付の決定及び通知）

第９条　会長は、前条の規定による助成金交付申請書を受理したときは、その内容を審査

　のうえ、助成金の交付を決定し、助成金交付決定通知書（様式第３号）により、助成金

　の交付を申請した団体（以下「助成対象者」という。）に通知するものとする。

（交付の条件）

第10条　会長は、助成金の交付内定又は決定をする場合において、助成金の交付の目的　を達成するために必要なときは、交付の条件を付することができるものとする。

（助成対象事業の遂行）

第11条　助成対象者は、助成金の交付決定の内容及び前条によりこれに付された条件に　従い、善良な管理者の注意をもって助成対象事業を行わなければならない。

（事業内容の変更承認）

第12条　助成対象者は、助成対象事業の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ　

　変更承認申請書（様式第４号）を会長に提出し、その承認を受けなければならない。

２　会長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は

　条件を付することができる。

（助成対象事業の中止又は廃止）

第13条　助成対象者は、助成対象事業を中止又は廃止しようとする場合は、あらかじめ　

　中止（廃止）承認申請書（様式第５号）を会長に提出し、その承認を受けなければなら

　ない。

（実績報告）

第14条　助成対象者は、助成対象事業完了の日から30日以内又は当該年度の末日のいず

　れか早い日までに、実績報告書（様式第６号）を会長に提出しなければならない。

（助成金の額の確定及び通知）

第15条 会長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容の審査及び

　必要に応じて行う現地調査等により、当該助成対象事業の成果が助成金の交付決定の内

　容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、　

　助成金の額の確定通知書（様式第７号）により、助成対象者に通知するものとする。

（助成金の請求）

第16条　助成金の額の確定通知を受けた助成対象者は、速やかに助成金交付請求書（様

　式第８号）を会長に提出するものとする。

（助成金の交付）

第17条　会長は、前条に規定する請求書を受けたときは、助成対象者に対し助成金を交　　

　付するものとする。

（概算払）

第18条　助成対象事業の円滑な遂行を図るため会長が必要と認めるときは、前２条の規　

　定にかかわらず、助成金の一部又は全部を概算払することができる。

２　助成対象者は、概算払の交付を受けようとするときは、助成金概算払請求書（様式第

　９号）を、会長に提出しなければならない。

（助成金の交付決定の取り消し）

第19条　会長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金　

　の交付決定の取り消し又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずること　

　ができる。

  (1) この要綱に違反したとき

  (2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき

(3) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受け、又は助成金交付を受けた　　　

　　とき

（関係書類の保管等）

第20条　助成対象者は、助成対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を

　整備し、助成対象事業の終了した日の属する年度の翌年度から起算して５年間これを　　

　保管しなければならない。

（立入り調査又は報告）

第21条　会長は、必要に応じて、助成対象者に対して、助成事業に係る経費の収支の実績

　及び実施状況を調査し、又は報告を求めることができる。

（委任）

第22条　この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、会長が別　

　に定める。

　　　附  則

　この要綱は、平成14年４月26日から施行する。

　　　附　則

（施行期日）

１　この要綱は、平成20年５月１日から施行する。

（経過措置）

２　第５条第６項の規定にかかわらず、既に合計３回以上助成を受けた者は、平成20年度に限り助成を受けることができる。
　　　附　則

　この要綱は、平成23年５月31日から施行する。
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